
臨 時 役 員 会  議 事 要 録 

 

日    時   平成 25 年 12月９日（月）10：30～10：40 

場    所   本部管理棟４階学長室 

出 席 者    学 長  脇口学長 

理 事  櫻井理事（総務担当）、深見理事（教育担当）、小槻理事（研究担当）、   

渡邉理事（財務担当） 

   監 事  北添監事 

陪 席 者      総務部長、総務課長、人事課長、法人企画課長 

 

〔配付資料〕 

審議資料 1-1 55 歳を超える職員の昇給抑制について（案） 

1-2 新旧対照表（案） 

1-3 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 

（平成 25 年法律第 52号）の概要 

1-4 人事院規則 9－8（初任給、昇格、昇給等の基準）の一部改正の概要 

1-5 人事院勧告（55歳を超える職員の昇給抑制）を参考とした給与改定を行った場 

合の給与額例 

1-6 55歳昇給抑制を行った場合等の給与・賞与等影響額（年度別）（法定福利費含む） 

1-7 人事院勧告（55歳を超える職員の昇給抑制）を参考とした給与改定に伴う退職 

手当影響額試算 

1-8 （参考資料）公務員の給与改定に関する取扱いについて（H25.11.15閣議決定） 

 

議事 

〔審議事項〕 

１．55歳を超える職員の昇給抑制について 

櫻井理事から、審議資料１-１～１-８に基づき、平成 25年 11月 20日開催の第 63回人事委員

会において審議された 55歳を超える職員の昇給抑制について概要の説明が行われた後、総務部長

より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。 

 

以 上 


